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要要  旨旨 
令和 6 年（2024 年）1 月 1 日に発生した令和６年

能登半島地震に伴い，石川県をはじめとした広い範

囲において測量成果に影響が生じ得る大きさの地殻

変動を確認したため，該当する電子基準点，三角点，

水準点等の測量成果の公表を 1 月 5 日に停止した． 
国土地理院では，これらの基準点の復旧測量に取

り組み，2 月 7 日に電子基準点の改定した測量成果

を公表，2 月 15 日には測量成果の公表を停止した地

域の一部について，電子基準点の測量成果改定量か

ら作成した補正パラメータ，同パラメータにより改

算した三角点等の測量成果を公表した．また，三角

点，水準点の復旧測量を，緊急測量として実施した．

6 月 27 日に，能登半島の一部の三角点，水準点につ

いて，改測作業による測量成果を公表し，7 月 10 日

には電子基準点及び三角点の成果改定量から求めた

補正パラメータ，同パラメータにより改算した三角

点の測量成果を公表した． 
 
1. はじめに 

基本測量の基準点は，国の機関や地方公共団体が

実施する公共測量の基準として使用されており，震

災に伴う復旧・復興のための各種公共事業等におけ

る測量の基準としても不可欠なものである． 
令和６年能登半島地震（以下「能登半島地震」と

いう．）により影響を受けた地域では基準点（電子基

準点，三角点，水準点等）の位置が大きく変動し，

時点の測量成果が公共測量等で利用できないことが

想定されたため，測量成果の公表を停止した．その

後，電子基準点については観測データの蓄積後に測

量成果を改定した．三角点・水準点等については，

現地で復旧測量を実施し，測量成果を改定した．本

稿では，能登半島地震に伴う基準点測量成果の改定

について報告する． 
 
2. 基準点測量成果の取扱い 

基準点の測量成果については，1 月 4 日までの解

析で得られた電子基準点日々の座標値（迅速解（Q5），
速報解（R5）），衛星 SAR 解析画像等の情報を基に能

登半島地震の影響を受けた範囲を検討し，その結果

を受け 1 月 5 日に測量成果の公表を停止した． 
電子基準点については，これまで主に地震時に推

定される震源断層モデル等に基づいて計算された最

大剪断ひずみがおおむね 2 ppm（電子基準点の平均

的な点間距離約 20 km に対し約 40 mm に相当）を

超える範囲で測量成果の公表を停止してきた（例え

ば，檜山ほか，2011）．これは，測量法第 34 条で定

める作業規程の準則（以下「準則」という．）で電子

基準点のみを既知点とする測量の場合に規定されて

いる許容範囲（水平 60 mm+20 mm√N ，高さ

150 mm+30 mm√N；ただし，N は辺数）を十分に満

たす．しかし，特に大きな地殻変動が観測された場

合，測量成果の公表を停止していない地域との接合

部にひずみが集中し，そのままでは境界をまたいで

測量する際に準則で定められた所定の許容範囲を超

過してしまう可能性がある． 
このため，境界をまたいで測量をした際にも許容

範囲を十分満たすよう, 電子基準点日々の座標値

（速報解（R5））を基に水平方向の地殻変動量が 3 cm
以上であることを目安として，市町村界等も考慮し

て測量成果の公表を停止する電子基準点を決定した．

対象となった電子基準点は，図-1 に示すように，石

川県，富山県，新潟県，長野県及び群馬県の 60 点で

ある． 
三角点及び地殻変動観測点（以下「三角点等」と

いう．）については，基本的には市町村を単位（例外

として，佐渡市については，市町村合併前の市町村

界を考慮して設定）とし，図-1 に示した成果公表を

停止する電子基準点の配置から選定した市町村に位

置する計 4,349 点の三角点等を対象として，測量成

果の公表を停止した（図-2）．これらの三角点等につ

いては，一部は改測，そのほかについては改測結果

を含めて作成した補正パラメータによる改算により

測量成果を改定することとした． 

現所属：1企画部 

 
図-6 GNSS 観測を実施した基準点． 

 
3.6 基準点成果改定及び座標補正パラメータ検証の

ための GNSS 観測（第 1 班，第 2 班） 
基本基準点及び公共基準点での GNSS 観測を 3.2

節及び 3.5 節で述べた点を含め，石川県，富山県及

び新潟県の計 14 点で実施した（図-6）．得られた観

測データは，基準点の測量成果改定に使用され，能

登半島地震に伴う座標補正パラメータ作成の基礎資

料として使用されている（岩下ほか，2024）． 
 

4. まとめ 
国土交通省では，能登半島地震において発災翌日

から，全国の地方整備局等から被災地に TEC-

FORCE を派遣し，被災地の早期の復旧支援を行ってい

る．国土地理院においても，測量や地理空間情報の専

門家として隊員を石川県庁や現地に派遣した．今回の

緊急観測調査で得られたデータは，宇宙測地技術で得

られた地震に伴う地殻変動の確認，地震後の余効変動

の検出及び復旧・復興工事に必要な基準点の測量成果

の早期公表に貢献した．インフラの応急復旧途中の状

況での現地作業は，難しい局面もあったが，平時から

の準備と業務で培われた現場力が発揮されたと言える． 
 

（公開日：令和 6 年 12 月 27 日） 
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水準点については，電子基準点で捉えた高さ方向

の地殻変動の分布から，能登半島北部を中心とした

能登半島の範囲で大きな変動があることを確認した

ため，能登半島で環を組む一等水準路線及び穴水町

から能登町，珠洲市，輪島市に至る二等水準路線の

水準点計 157 点（図-3）について測量成果の公表を

停止し，復旧測量を実施することとした． 
 

 
図-1 電子基準点 測量成果公表停止対象点配置図． 
 

 
図-2 三角点等 測量成果公表停止対象地域図． 

 

 
図-3 水準点 測量成果公表停止点． 

 
3. 電子基準点の測量成果の改定 
3.1 測量成果の改定手法と改定結果 

被災地において早期に災害復旧・復興等の事業を

実施するためには，地震後の正確な位置に基づく測

量作業が必要であり，その測量の基準となる基準点

の測量成果を早急に改定する必要がある．特に電子

基準点の測量成果については，公共測量等だけでな

く三角点の測量成果の改定作業にも利用されるため，

迅速な改定が求められる．このため，電子基準点の

測量成果については，いくつかの段階に分け順次改

定を行うこととした．測量成果の改定に係るタイム

ラインを表-1 に示す． 
 
3.1.1 電子基準点の測量成果（経緯度） 
電子基準点測量成果の改定計算には，これまで主

に 学 術 用 精 密 基 線 解 析 ソ フ ト ウ ェ ア

GAMIT/GLOBK を用い，測量成果の公表を停止した

地域周辺の電子基準点の測量成果を固定して基線解

析及び平均計算を行うことにより，新たな測量成果

を算出してきた．しかし，今回の測量成果の公表を

停止した地域には日本海に突き出す能登半島が含ま

れており，日本海側に既知点とする電子基準点が存

在しないため，能登半島の先端部で計算の誤差が大

きくなる懸念があった．このため，今回の測量成果

の計算は以下の手法を用いることとした． 
1) 1 月 4 日から 6 日までの 3 日間の電子基準点日々

の座標値（最終解（F5））を基に，測量成果の公

表を停止した地域内における電子基準点間の地

震後の相対的な位置関係を算出
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表-1 電子基準点（本点・付属標・水準点）の測量成果の改定に係るタイムライン（令和 6 年 9 月末時点）． 
日日時時 本本点点（（経経緯緯度度）） 本本点点（（標標高高）） 付付属属標標（（経経緯緯度度）） 付付属属標標（（標標高高）） 水水準準点点 

1 月 5 日 60 点公表停止 60 点公表停止 55 点公表停止 55 点公表停止 51 点公表停止 
2 月 7 日 57 点改定 

 
10 点改定 
47 点停止解除 

  39 点停止解除 

2 月 29 日   51 点改定 8 点改定 
43 点停止解除 

8 点改定（三等） 

4 月 30 日 1 点改定*1 1 点停止解除*1 1 点改定*2 1 点停止解除*2 1 点停止解除*2 
6 月 27 日  7 点改定*3  7 点改定*3 7 点改定（二等）*3 

*1「Ｐ輪島」及び「輪島２」は移設等により復旧予定 
*2「富来」「能登島」「輪島２」は移設等により復旧予定 
*3「珠洲」「能都」は後発作業で実施された水準取付の結果を踏まえて測量成果を改定予定 
 
2) 2024 年 1 月 1 日を基準日とした地殻変動補正パ

ラメータを利用し，測量成果の公表を停止した地

域を取り囲むように位置する電子基準点 22 点の

今期座標（2024 年 1 月 1 日時点）を算出 
3) これらを用いて測量成果の公表を停止した地域

の内外にひずみが集中しないよう平均計算を実

施 
4) 先述の地殻変動補正パラメータを用いて測量成

果となる元期座標を算出 
改定した測量成果に，測量成果の公表を停止した

地域内部や測量成果の公表を停止していない地域の

電子基準点との接合部で顕著なひずみがないことが

確認できたため，斜面崩壊により亡失した電子基準

点「Ｐ輪島」並びに観測データを早期に収集できな

かった「舳倉島」及び「輪島２」を除く 57 点につい

ては，地震から約 1 か月後の 2 月 7 日に改定した測

量成果を公表した． 
その後，電子基準点「舳倉島」については，観測

データの収集を終えた後，4 月 30 日に改定した測量

成果を公表した．なお，斜面崩壊による亡失を確認

した「Ｐ輪島」及びピラーの傾斜を確認した「輪島

２」は移設等による復旧を行う予定である（令和 6
年 9 月末時点．詳細は越智ほか，2024 を参照）． 

 
3.1.2 電子基準点の測量成果（標高） 
水準点の測量成果の公表を停止した地域外の電子

基準点 47 点については，改定した経緯度の測量成

果を公表した 2 月 7 日と同日に，標高の測量成果に

ついても公表の停止を解除した．また水準点の測量

成果の公表を停止した地域内の電子基準点 10 点に

ついては，早期の復旧・復興を支援する目的から，

地殻変動の影響のない既知点（二等水準点との併用

点となっている電子基準点）として「新湊」「上平」

「松任」を使用し，電子基準点測量作業規程に定め

る GNSS 水準方式によって地震後の標高の測量成

果を算出し，同じく 2 月 7 日に公表した．「舳倉島」

については，観測データの収集後に電子基準点日々

の座標値（最終解（F5））で上下方向に顕著な変動が

確認されなかったため，4 月 30 日に公表の停止を解

除した． 
その後，5 章で後述するとおり，水準点の測量成

果の公表を停止した地域等に位置する電子基準点付

属標における水準測量（以下「水準取付」という．）

が行われた．このうち 7 点について，水準取付の結

果を基に算出した付属標の標高に地震前の付属標と

本点の標高の差を加えることで水準測量に基づく標

高の測量成果を算出し，6 月 27 日に公表した． 
なお，「珠洲」及び「能都」については，両点を含

めた水準取付が後発作業で実施されたため，その結

果を踏まえて，測量成果を改定する予定である（令

和 6 年 9 月末時点）． 
 

3.1.3 電子基準点付属標の測量成果（経緯度） 
地震による電子基準点本体への影響を確認するた

め，能登半島に位置する各電子基準点の緊急測量調

査を実施した結果，「富来」及び「輪島２」を除いて

は，顕著なピラーの傾斜がないことが 2 月中旬まで

に確認された．また，「能登島」については，電子基

準点本体には傾斜はなかったものの，周辺地盤の崩

壊が激しく，局所的な地盤の変動の影響を受けた可

能性が判明した． 
これらの調査結果を踏まえ，「富来」「能登島」「輪

島２」を除く地震後の電子基準点付属標の測量成果

は，本点と付属標の相対位置が地震によって変わら

ないものとして，本点の改定した測量成果（経緯度）

に地震前の本点と付属標の経緯度差を加えることで

算出することとした．この手法を用いて，観測デー

タを早期に収集できなかった「舳倉島」及び先述し

た「富来」「能登島」「輪島２」を除く電子基準点 51
点について地震後の測量成果を算出し，2 月 29 日に

公表した．その後，「舳倉島」については，電子基準

点本点と同様に 4 月 30 日に改定した測量成果を公
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から能登町，珠洲市，輪島市に至る二等水準路線の
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停止し，復旧測量を実施することとした． 
 

 
図-1 電子基準点 測量成果公表停止対象点配置図． 
 

 
図-2 三角点等 測量成果公表停止対象地域図． 

 

 
図-3 水準点 測量成果公表停止点． 
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測量成果については，いくつかの段階に分け順次改

定を行うこととした．測量成果の改定に係るタイム

ラインを表-1 に示す． 
 
3.1.1 電子基準点の測量成果（経緯度） 
電子基準点測量成果の改定計算には，これまで主

に 学 術 用 精 密 基 線 解 析 ソ フ ト ウ ェ ア

GAMIT/GLOBK を用い，測量成果の公表を停止した

地域周辺の電子基準点の測量成果を固定して基線解

析及び平均計算を行うことにより，新たな測量成果

を算出してきた．しかし，今回の測量成果の公表を

停止した地域には日本海に突き出す能登半島が含ま

れており，日本海側に既知点とする電子基準点が存

在しないため，能登半島の先端部で計算の誤差が大

きくなる懸念があった．このため，今回の測量成果

の計算は以下の手法を用いることとした． 
1) 1 月 4 日から 6 日までの 3 日間の電子基準点日々

の座標値（最終解（F5））を基に，測量成果の公

表を停止した地域内における電子基準点間の地

震後の相対的な位置関係を算出
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表した． 
なお，ピラーの傾斜が確認された「富来」及び局

所的な地盤の変動の影響を受けたと見られる「能登

島」については移設を行う予定である． 
 

3.1.4 電子基準点付属標の測量成果（標高） 
水準点の測量成果の公表を停止した地域の外に位

置する電子基準点付属標 43 点の標高の測量成果に

ついては，改定した経緯度の測量成果を公表した 2
月 29 日と同日に，公表の停止を解除した．また，水

準点の測量成果の公表を停止した地域内の 8 点につ

いては，GNSS 水準方式によって算出した電子基準

点本点の標高の測量成果に地震前の付属標と本点の

標高の差を加えることで，地震後の測量成果を算出

し，同じく 2 月 29 日に公表した．「舳倉島」につい

ては，電子基準点本点の標高の測量成果と同様に，

4 月 30 日に公表の停止を解除した． 
その後，水準点の測量成果の公表を停止した地域

等に位置する電子基準点付属標については水準取付

が実施され，「富来」「能登島」「珠洲」「能都」を除

く 7 点について，6 月 27 日に水準測量に基づく測量

成果を公表した． 
 
3.1.5 電子基準点の測量成果（水準点） 
電子基準点は電子基準点本点の測量成果及び電子

基準点付属標の測量成果のほか，付属標の標識上面

の標高である水準点の測量成果を持つ．水準点の測

量成果の公表を停止した地域の外に位置する 39 点

については，2 月 7 日に公表の停止を解除した．ま

た，水準点の測量成果の公表を停止した地域内の 8
点については，GNSS 水準方式によって算出した電

子基準点本点の標高の測量成果に地震前の付属標と

本点の標高の差を加えることで，地震後の測量成果

（三等水準点）を算出し，2 月 29 日に公表した．「舳

倉島」については，電子基準点本点及び付属標の標

高の測量成果と同様，4 月 30 日に公表の停止を解除

した． 
その後，水準取付の結果を基に，電子基準点本点

及び付属標の標高の測量成果と同様，「富来」「能登

島」「珠洲」「能都」を除く 7 点について，6 月 27 日

に水準測量に基づく測量成果（二等水準点）を公表

した． 
 
4. 三角点の測量成果の改定 
4.1 三角点復旧測量の方針 

地震後の測量成果をできるだけ早く提供するとい

う観点から，能登半島地震では，電子基準点で観測

された地殻変動を基に，成果停止地域を大きく二つ

の地域に分けて，測量成果の改定及び補正パラメー

タの作成・提供を検討・実施した．一つ目は，地震

時の変動量が後述する地域と比較して小さく，空間

パターンが比較的単調な地域であり，これは成果停

止地域のうち，群馬県，新潟県，富山県（氷見市を

除く），長野県が該当する（以下「範囲１」という．）．

二つ目は，それ以外の範囲，すなわち成果停止地域

のうち，石川県及び富山県氷見市である（以下「範

囲２」という．）．二つの地域の境界の決定方法の詳

細は 4.3.1 節で述べる．範囲１では，電子基準点の測

量成果の改定量（以下「電子基準点成果改定量」と

いう．）を用いて作成した補正パラメータを用いて三

角点等の測量成果を改定した．範囲２では，（一社）

全国測量設計業協会連合会との協定に基づく緊急測

量によって改測作業を実施した後，この結果を用い

て補正パラメータを作成し，緊急測量を実施してい

ない三角点について，この補正パラメータにより測

量成果を改定した．ただし，範囲２には，緊急測量

実施後にも補正パラメータを提供できないと判断さ

れる地域が残ったため，この地域では，補正パラメ

ータによる測量成果の改定は行っておらず，測量成

果の公表は停止されたままである．以下，詳細を述

べる． 
 
4.2 三角点改測の概要 
4.2.1 三角点改測対象の選定 
改測を行った三角点の測量成果の改定量（以下「三

角点成果改定量」という．）を用いて補正パラメータ

を作成するため，改測対象の選定では，地殻変動の

影響が大きいと想定される能登半島内の三角点を対

象とした．また，地殻変動量を適切に得るために，

高度地域基準点測量等により電子基準点を既知点と

する GNSS 測量が行われている点を主として，図上

で配置を検討し 30 点を改測対象として選定した． 

なお，衛星 SAR の解析によって最大の変動量が推

定された地域に電子基準点が存在していなかったこ

とから，先行して現地緊急測量調査（植田ほか，2024）
を実施している．これらの三角点については，別作

業により改測計算が実施されるため，この改測対象

選定からは除外した． 

 
4.2.2 改測作業と変動量 
三角点 30 点の測量は，迅速に復旧に資する位置

情報を得ることを目的として（一社）全国測量設計

業協会連合会と締結している災害協定に基づく緊急

測量（高度基準点測量作業 2 地区）として実施した． 
測量を行った地域は，甚大な被害のため現地での

宿泊ができず，日々，遠方から移動することになっ

た．また，能登半島の地勢上，アクセスできる道路

が限られるため渋滞が発生し，現場までの移動時間

が長くかかることにより 1 日の作業時間が限られ，

測量作業の遅延が発生した． 
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国土地理院による現地緊急測量調査結果を含め，

高度基準点測量作業により得られた三角点 33 点の

水平及び上下成分の成果改定量を図-4及び図-5に示

す． 成果改定量の最大値は水平方向については四等

三角点「黒島」（輪島市門前町）で 2.240 m，上下方

向については三等三角点「五十洲（いぎす）」（輪島 

 

 
図-4 三角点成果改定量 水平ベクトル図． 

 

 
図-5 三角点成果改定量 上下ベクトル図． 

市門前町）で 4.11 m であった．いずれも，衛星 SAR
観測データの解析により大きな変動量が推定された

能登半島北西部に位置する三角点であり，衛星 SAR
の解析結果と整合的である．また，上下方向の変動

量については，三角点が捉えた地殻変動では過去最

大のものであった．改測により改定した三角点の測

量成果は 6 月 27 日に公表した． 
 
4.3 補正パラメータの構築と三角点改算 

4.1 節で述べたように，補正パラメータの構築は電

子基準点成果改定量のみで作成する範囲と，電子基

準点成果改定量と三角点成果改定量を使用して作成

する範囲に分割した．過去，同一地震によるパラメ

ータについて，分割して提供した事例がないため，

提供方法や，接合部分の処理が課題となった． 
 

4.3.1 三角点補正パラメータ作成の範囲決定 
1) 範囲１ 
電子基準点成果改定量（試算値）から，参考とし

て全域の補正パラメータを試作し，補正パラメータ

をベクトルとして図示し（図-6），勾配が緩やかで空

間パターンが単調である範囲を電子基準点成果改定

量から補正パラメータ算出ができる地域と考え，市

町村界（新潟県佐渡市においては旧市町村界）を境

界として新潟県，群馬県，長野県，富山県（氷見市

を除く）を範囲１とした（図-7）． 
 

 
図-6 電子基準点成果改定量（試算値）を用いて作成した

補正パラメータのベクトル図．改定方法検討段階に

おける試算値を使用．最終的な成果改定量との差違

はほとんどない．青：パラメータベクトル，赤：電

子基準点成果改定量（試算値）． 
 
2) 範囲２ 

範囲１に含まれない成果停止地域（石川県及び富

山県氷見市）を範囲２とした．ただし，衛星 SAR 解

析画像などからこの範囲には液状化の影響がある地

域，変動が大きいかつ複雑な地域が含まれることが

表した． 
なお，ピラーの傾斜が確認された「富来」及び局

所的な地盤の変動の影響を受けたと見られる「能登

島」については移設を行う予定である． 
 

3.1.4 電子基準点付属標の測量成果（標高） 
水準点の測量成果の公表を停止した地域の外に位

置する電子基準点付属標 43 点の標高の測量成果に

ついては，改定した経緯度の測量成果を公表した 2
月 29 日と同日に，公表の停止を解除した．また，水

準点の測量成果の公表を停止した地域内の 8 点につ

いては，GNSS 水準方式によって算出した電子基準

点本点の標高の測量成果に地震前の付属標と本点の

標高の差を加えることで，地震後の測量成果を算出

し，同じく 2 月 29 日に公表した．「舳倉島」につい

ては，電子基準点本点の標高の測量成果と同様に，

4 月 30 日に公表の停止を解除した． 
その後，水準点の測量成果の公表を停止した地域

等に位置する電子基準点付属標については水準取付

が実施され，「富来」「能登島」「珠洲」「能都」を除

く 7 点について，6 月 27 日に水準測量に基づく測量

成果を公表した． 
 
3.1.5 電子基準点の測量成果（水準点） 
電子基準点は電子基準点本点の測量成果及び電子

基準点付属標の測量成果のほか，付属標の標識上面

の標高である水準点の測量成果を持つ．水準点の測

量成果の公表を停止した地域の外に位置する 39 点

については，2 月 7 日に公表の停止を解除した．ま

た，水準点の測量成果の公表を停止した地域内の 8
点については，GNSS 水準方式によって算出した電

子基準点本点の標高の測量成果に地震前の付属標と

本点の標高の差を加えることで，地震後の測量成果

（三等水準点）を算出し，2 月 29 日に公表した．「舳

倉島」については，電子基準点本点及び付属標の標

高の測量成果と同様，4 月 30 日に公表の停止を解除

した． 
その後，水準取付の結果を基に，電子基準点本点

及び付属標の標高の測量成果と同様，「富来」「能登

島」「珠洲」「能都」を除く 7 点について，6 月 27 日

に水準測量に基づく測量成果（二等水準点）を公表

した． 
 
4. 三角点の測量成果の改定 
4.1 三角点復旧測量の方針 
地震後の測量成果をできるだけ早く提供するとい

う観点から，能登半島地震では，電子基準点で観測

された地殻変動を基に，成果停止地域を大きく二つ

の地域に分けて，測量成果の改定及び補正パラメー

タの作成・提供を検討・実施した．一つ目は，地震

時の変動量が後述する地域と比較して小さく，空間

パターンが比較的単調な地域であり，これは成果停

止地域のうち，群馬県，新潟県，富山県（氷見市を

除く），長野県が該当する（以下「範囲１」という．）．

二つ目は，それ以外の範囲，すなわち成果停止地域

のうち，石川県及び富山県氷見市である（以下「範

囲２」という．）．二つの地域の境界の決定方法の詳

細は 4.3.1 節で述べる．範囲１では，電子基準点の測

量成果の改定量（以下「電子基準点成果改定量」と

いう．）を用いて作成した補正パラメータを用いて三

角点等の測量成果を改定した．範囲２では，（一社）

全国測量設計業協会連合会との協定に基づく緊急測

量によって改測作業を実施した後，この結果を用い

て補正パラメータを作成し，緊急測量を実施してい

ない三角点について，この補正パラメータにより測

量成果を改定した．ただし，範囲２には，緊急測量

実施後にも補正パラメータを提供できないと判断さ

れる地域が残ったため，この地域では，補正パラメ

ータによる測量成果の改定は行っておらず，測量成

果の公表は停止されたままである．以下，詳細を述

べる． 
 
4.2 三角点改測の概要 
4.2.1 三角点改測対象の選定 
改測を行った三角点の測量成果の改定量（以下「三

角点成果改定量」という．）を用いて補正パラメータ

を作成するため，改測対象の選定では，地殻変動の

影響が大きいと想定される能登半島内の三角点を対

象とした．また，地殻変動量を適切に得るために，

高度地域基準点測量等により電子基準点を既知点と

する GNSS 測量が行われている点を主として，図上

で配置を検討し 30 点を改測対象として選定した． 

なお，衛星 SAR の解析によって最大の変動量が推

定された地域に電子基準点が存在していなかったこ

とから，先行して現地緊急測量調査（植田ほか，2024）
を実施している．これらの三角点については，別作

業により改測計算が実施されるため，この改測対象

選定からは除外した． 

 
4.2.2 改測作業と変動量 
三角点 30 点の測量は，迅速に復旧に資する位置

情報を得ることを目的として（一社）全国測量設計

業協会連合会と締結している災害協定に基づく緊急

測量（高度基準点測量作業 2 地区）として実施した． 
測量を行った地域は，甚大な被害のため現地での

宿泊ができず，日々，遠方から移動することになっ

た．また，能登半島の地勢上，アクセスできる道路

が限られるため渋滞が発生し，現場までの移動時間

が長くかかることにより 1 日の作業時間が限られ，

測量作業の遅延が発生した． 
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わかっているため，作成したパラメータが補正に利

用できるかを検証し，提供範囲を決定した． 
 

 
図-7 電子基準点成果改定量（試算値）を用いて作成した

補正パラメータ水平成分の大きさ及び提供範囲境

界． 
 

4.3.2 範囲１における補正パラメータ 
a）使用する電子基準点の選定 
補正パラメータ作成に使用する電子基準点として，

成果停止地域では，2 月 7 日に測量成果が公表され

た 57 点のうち，緊急測量調査でピラーの傾斜等が

指摘された「富来」「能登島」を除いた，55 点を使用

することとした．また，今回の地震で成果改定され

ていない電子基準点を固定とするため，測量成果の

公表範囲の周囲 22 点を変動量 0 として入力データ

に加え，計 77 点によりパラメータを作成した（図-
8）． 
 

 
図-8 範囲１において作成した座標補正パラメータ． 

 

なお，範囲１における電子基準点の上下方向の変

動量は，−1.6 cm～3.3 cm であり，「復旧測量作業実

施要領」に基づく三角点の標高についての測量成果

の修正基準（電子基準点から求めた平均値と成果値

の較差 20 cm 以上）を考慮すると上下方向の補正パ

ラメータは不要であると判断し，同範囲の標高補正

パラメータは作成しないこととした． 
 
b）補正パラメータの精度評価 

作成した補正パラメータについて，内部評価と外

部評価を実施した．内部評価は，補正パラメータ適

用エリア内に存在する，補正パラメータ作成に用い

た点に対して補正量を求め，成果改定量と比較して

その整合性を確認する評価方法である．先例である

平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震や平成

28 年（2016 年）熊本地震の補正パラメータ構築の際

には，セミ・ダイナミック補正の内部評価基準を準

用し，較差の標準偏差の許容範囲を 20 mm としてお

り（大滝ほか，2016），今回も 20 mm を精度目標と

した．  
内部評価の結果を表-2 に示す．較差の標準偏差は

0.4 mm であり非常に再現性が高く，目標精度である

20 mm に収まっている． 
 

表-2 内部評価の結果． 

 緯度方向 dB 経度方向 dL 
最大値 (m) 0.0014 0.0023 
最小値 (m) 0.0000 0.0001 

標準偏差 (m) 0.0003 0.0004 
 
また，外部評価については，範囲１内に位置する

現地緊急測量調査を実施した 4 点及び高度基準点測

量作業を実施した 2 点について，改測の結果と地震

前の成果値に補正パラメータを適用した結果の差を

比較することで実施した．6 点での外部評価の結果，

改測結果と補正パラメータによる改算結果の較差は

最大で 19 mm であった（表-3）． 
 
表-3 座標補正パラメータの適用エリア内における外部

評価結果（平面直角座標での較差）． 
三角点名 

（）内は等級 

較差（m） 三角点の所在地 

稲葉山（Ⅱ） 0.012 富山県小矢部市 

太田（Ⅲ） 0.013 富山県高岡市 

荒俣（Ⅲ） 0.019 富山県黒部市 

沢端（Ⅳ） 0.003 富山県中新川郡立山町 

大東（Ⅳ） 0.011 新潟県上越市 

船見公園（Ⅳ） 0.005 新潟県上越市 
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以上の内部評価及び外部評価から，補正パラメー

タは十分な精度を持って作成されていると判断した． 
 
c）補正パラメータによる改算 

現地緊急測量調査の結果から改測を実施した 4 点

を除いた，範囲１内の三角点等について，作成した

補正パラメータにより改算を行った．補正パラメー

タは水平位置に関する座標補正パラメータのみ作成

されているため，この範囲では標高の改算は実施し

ていない．改定した三角点等の測量成果について，

座標補正パラメータとともに，2月 15日に公表した． 

 
4.3.3 範囲２における補正パラメータ 
a）使用する電子基準点・三角点の選定 

範囲２の補正パラメータ作成に使用する電子基準

点としては，範囲１と同様に「富来」「能登島」を除

いた範囲２内と範囲２周辺の測量成果を改定した電

子基準点 19 点のほか，範囲２周辺の測量成果を改

定していない「鳥越」「上平」「松任」「福光」の 4 点

を変動量 0 として加えた．また，先に作成した範囲

１との境界部分において補正量に段差を生じさせな

いため，範囲１と範囲２の境界部分に位置するグリ

ッドの範囲１の座標補正パラメータでの補正量をそ

のままパラメータ作成の入力値とした． 
三角点については，改測による成果改定量を持つ

33 点のうち，周囲の電子基準点と異なる変動を示す

点や衛星 SAR 解析画像で複雑な変動がみられる地

域にある点等は，補正パラメータ構築の入力値から

除外することを検討した．  
衛星 SAR の干渉解析画像で複雑な変動がみられ

る地域に位置する三角点「八幡」「貝田」の 2 点（図

-9）は，地盤沈下等の局所的変動が想定されるため，

水平・上下方向の入力データから除外した． 
「第二上大田」は周囲の電子基準点よりも大きな

変動量が見られ，三角点固有の問題がある可能性か

ら，水平・上下方向の入力データから除外した． 
「太田」については，周囲の電子基準点より大き

な沈降が見られ，三角点固有の問題がある可能性か

ら上下方向の入力データから除外した． 
「五十洲」「黒島」の 2 点については，変動量が極

端に大きいため，上下方向の入力データから除外し

た． 
「南時国」「若山中」「日置小中」の 3 点について

は，入力データに含めて標高補正パラメータを作成

した場合に，能登町の南東部沿岸の地域において，

断層モデルから計算される変位量や衛星 SAR 三次

元解析結果から作成された標高補正パラメータ（髙

木ほか，2024）と比較して過剰な変動補正量が生じ

ることが分かったため（図-10），上下方向の入力デ

ータから除外した．これらの点は能登半島北部の， 

 
図-9 衛星 SAR 解析画像で複雑な変動がみられる地域の

事例（黒線範囲内）．矢印は電子基準点，三角点に

おける成果改定量を示す． 
 

 
図-10 過剰な変動補正が生じた標高補正パラメータの例．

「南時国」「若山中」「日置小中」の 3 点を入力値

として使用した場合に，水色の円で囲んだ地域に

過剰な変動が見られる． 
 
特に上下方向の変動量及び変動勾配の大きい地域に 
存在している．仮にこれらの点を含めて計算した場
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による補間計算での当該点の比重が高くなり，過剰

八幡 

貝田 

電子基準点「富来」 

わかっているため，作成したパラメータが補正に利

用できるかを検証し，提供範囲を決定した． 
 

 
図-7 電子基準点成果改定量（試算値）を用いて作成した

補正パラメータ水平成分の大きさ及び提供範囲境

界． 
 

4.3.2 範囲１における補正パラメータ 
a）使用する電子基準点の選定 
補正パラメータ作成に使用する電子基準点として，

成果停止地域では，2 月 7 日に測量成果が公表され

た 57 点のうち，緊急測量調査でピラーの傾斜等が

指摘された「富来」「能登島」を除いた，55 点を使用

することとした．また，今回の地震で成果改定され

ていない電子基準点を固定とするため，測量成果の

公表範囲の周囲 22 点を変動量 0 として入力データ

に加え，計 77 点によりパラメータを作成した（図-
8）． 
 

 
図-8 範囲１において作成した座標補正パラメータ． 

 

なお，範囲１における電子基準点の上下方向の変

動量は，−1.6 cm～3.3 cm であり，「復旧測量作業実

施要領」に基づく三角点の標高についての測量成果

の修正基準（電子基準点から求めた平均値と成果値

の較差 20 cm 以上）を考慮すると上下方向の補正パ

ラメータは不要であると判断し，同範囲の標高補正

パラメータは作成しないこととした． 
 
b）補正パラメータの精度評価 

作成した補正パラメータについて，内部評価と外

部評価を実施した．内部評価は，補正パラメータ適

用エリア内に存在する，補正パラメータ作成に用い

た点に対して補正量を求め，成果改定量と比較して

その整合性を確認する評価方法である．先例である

平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震や平成

28 年（2016 年）熊本地震の補正パラメータ構築の際

には，セミ・ダイナミック補正の内部評価基準を準

用し，較差の標準偏差の許容範囲を 20 mm としてお

り（大滝ほか，2016），今回も 20 mm を精度目標と

した．  
内部評価の結果を表-2 に示す．較差の標準偏差は

0.4 mm であり非常に再現性が高く，目標精度である

20 mm に収まっている． 
 

表-2 内部評価の結果． 

 緯度方向 dB 経度方向 dL 
最大値 (m) 0.0014 0.0023 
最小値 (m) 0.0000 0.0001 

標準偏差 (m) 0.0003 0.0004 
 
また，外部評価については，範囲１内に位置する

現地緊急測量調査を実施した 4 点及び高度基準点測

量作業を実施した 2 点について，改測の結果と地震

前の成果値に補正パラメータを適用した結果の差を

比較することで実施した．6 点での外部評価の結果，

改測結果と補正パラメータによる改算結果の較差は

最大で 19 mm であった（表-3）． 
 
表-3 座標補正パラメータの適用エリア内における外部

評価結果（平面直角座標での較差）． 
三角点名 

（）内は等級 

較差（m） 三角点の所在地 

稲葉山（Ⅱ） 0.012 富山県小矢部市 

太田（Ⅲ） 0.013 富山県高岡市 

荒俣（Ⅲ） 0.019 富山県黒部市 

沢端（Ⅳ） 0.003 富山県中新川郡立山町 

大東（Ⅳ） 0.011 新潟県上越市 

船見公園（Ⅳ） 0.005 新潟県上越市 
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な補正量となるものと推測される． 
以上の検討の結果，座標補正パラメータ作成では

30 点，標高補正パラメータ作成では上下方向では 24
点の三角点のデータを入力値とした． 

 

図-11 能登半島地震前後の衛星 SAR 解析画像と補正パ

ラメータ適用エリアの北側境界部（図内黒線）．解

析画像は，令和 5 年 6 月 6 日（地震前）と令和 6
年 1 月 2 日（地震後）のデータに基づく． 

 

 
図-12 座標補正パラメータの勾配二乗和平方根と補正パ

ラメータ適用エリアの北側境界部（図内赤線）． 
 

b）衛星 SAR 解析結果を用いた適用エリアの選定 
衛星 SAR 解析画像からは，輪島市を中心とした能

登半島北側の地域や羽咋郡志賀町富来周辺で非干渉

域が見られた．これらの地域では大規模な地殻変動

や液状化等による局所的な変動が見られることから，

補正パラメータを適切に構築することが難しいと考

えられるため，これら地域を補正パラメータ適用エ

リアから除外する方針とした（図-11）． 
また，パラメータの適用エリアの北側の境界の決

定にあたっては，作成した座標補正パラメータの勾

配二乗和平方根を確認し，正確な補正計算を実施で

きる目安であるおおよそ 100 ppm 以内となるよう適

用エリアを決定した（図-12）． 
 
c）補正パラメータの精度評価 

範囲１について 4.3.2 b)で実施したように，範囲２

についても内部評価を実施した．目標精度について

は，範囲１と同じく較差の標準偏差の許容範囲を

20 mm とした． 
座標補正パラメータ適用エリア内にある 20 点に

ついての内部評価の結果を表-4 に示す．較差の標準

偏差は，緯度方向 4 mm，経度方向 4 mm となり，目

標精度である 20 mm 以内に収まっている．標高補正

パラメータ適用エリア内にある 20 点についての内

部評価結果を表-5 に示す．較差の標準偏差は 3 mm
であり目標精度である 20 mm に収まっている． 

以上の内部評価から，補正パラメータは適切に作

成されていると判断した．作成した補正パラメータ

を図-13 に示す． 
 

表-4 座標補正パラメータの内部評価結果． 
 緯度方向 dB 経度方向 dL 

最大値 (m) 0.015 0.016 
最小値 (m) 0.000 0.000 
標準偏差 (m) 0.004 0.004 

 
表-5 標高補正パラメータの内部評価結果． 

 dH 
最大値 (m) 0.012 
最小値 (m) 0.000 

標準偏差 (m) 0.003 
 
d）補正パラメータによる改算 

作成した補正パラメータ（図-13）を用いて，改測

及び高度地域基準点測量を実施していない 518 点の

三角点の測量成果の改算を実施した．改算に伴う新・

旧成果の差について，水平方向の最大値は，三等三

角点「七海」（石川県鳳珠郡穴水町）で約 1.14 m，上

下方向の最大値は，それぞれ三等三角点「宮地」（石
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川県鳳珠郡能登町）で 0.35 m，三等三角点「黒氏」

（石川県鹿島郡中能登町）で−0.17 m であった． 

なお，能登半島北方沖の舳倉島に位置する一等三

角点「舳倉島」については，補正パラメータの作成

及び補正パラメータの適用による改算が困難である

ことから，当該三角点から約 120 m の距離の地点に

設置されている電子基準点「舳倉島」と同じ変動量

であるとみなし，電子基準点「舳倉島」の成果改定

量を用いて改算を実施した． 

改定した三角点の測量成果について，座標補正パ

ラメータ，標高補正パラメータとともに，7 月 10 日

に公表した． 
 

 
図-13 範囲２において作成した座標補正パラメータ（左）

及び標高補正パラメータ（右）． 
 
4.4 三角点改測作業の追加及び補正パラメータ 

先に実施した 30 点の三角点改測結果から能登半

島の南部地域については補正パラメータを作成する

ことができた．しかし，北部地域については補正パ

ラメータ作成のためのデータが不足していると考え

られること，南部地域でも液状化等の影響が想定さ

れる地域等での三角点成果の点検，パラメータの検

証が必要であることから，追加で 100 点の三角点の

改測作業を実施することとした．9 月頃より順次測

量が開始され，12 月中に成果が得られる見込みであ

る．これらの成果を基に，7 月時点で補正パラメー

タが作成していない地域について，補正パラメータ

の作成を検討する予定である． 
 
5. 水準点の測量成果の改定 
5.1 水準点改測の概要 
5.1.1 改測路線の概要 
改測を実施した水準測量路線を図-14 に示す．測

量路線には範囲内で水準取付が可能な電子基準点

15 点を含む．水準点の測量成果公表の停止の範囲は，

能登半島の環となる一等水準路線及び二等水準路線

であるが，変動傾向を確認するため，路線を延長し，

東側は電子基準点「入善」，西側は「松任」までの測

量とした．また，本来は能登半島北岸に位置する二

等水準点も測量を実施すべきところであるが，地震

による被害のため，計画時点では観測が不可能と判

断し，測量を実施していない．なお，測量業務の発

注が 2 時期に分かれたため，遅れて開始した作業地

区については，先行した地区の成果計算とは別に成

果とりまとめを行うこととした． 
 

 
図-14 水準測量路線．水色円：水準取付を行う電子基準

点，黄緑：既知点とする交点． 
 
5.1.2 観測作業及び観測結果 
水準測量は，三角点の改測と同様に（一社）全国

測量設計業協会連合会と締結している災害協定に基

づく緊急測量（前半 4 地区，後半 2 地区）として実

施した． 
観測結果は水準測量作業規程に則り環閉合による

点検を行い，精度を確認した．一等水準路線におけ

る許容範囲は±2.0 √S mm（S：観測距離 km）であ

り，今回の場合は，環の総距離が 258 km であったこ

とから，環閉合の許容範囲は±32.1 mm となる．こ

れに対して，観測の閉合差 5.9 mm であり，十分に許

容範囲に収まるデータが得られた．また，網平均に

おける既知点とする交点については，前回観測比高

との比較により，局所的な変動が起きていないこと

を確認した． 
 
5.2 水準測量成果改定 
5.2.1 測量成果改定の方針 
水準点の成果改定は，基本的に改測によるものと

し，復旧測量作業実施要領の第３条４項(2)水準点②

に基づき実施した． 

交 11 
交 12 

松任 

入善 

な補正量となるものと推測される． 
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30 点，標高補正パラメータ作成では上下方向では 24
点の三角点のデータを入力値とした． 
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図-12 座標補正パラメータの勾配二乗和平方根と補正パ

ラメータ適用エリアの北側境界部（図内赤線）． 
 

b）衛星 SAR 解析結果を用いた適用エリアの選定 
衛星 SAR 解析画像からは，輪島市を中心とした能

登半島北側の地域や羽咋郡志賀町富来周辺で非干渉

域が見られた．これらの地域では大規模な地殻変動

や液状化等による局所的な変動が見られることから，

補正パラメータを適切に構築することが難しいと考

えられるため，これら地域を補正パラメータ適用エ

リアから除外する方針とした（図-11）． 
また，パラメータの適用エリアの北側の境界の決

定にあたっては，作成した座標補正パラメータの勾

配二乗和平方根を確認し，正確な補正計算を実施で

きる目安であるおおよそ 100 ppm 以内となるよう適

用エリアを決定した（図-12）． 
 
c）補正パラメータの精度評価 

範囲１について 4.3.2 b)で実施したように，範囲２

についても内部評価を実施した．目標精度について

は，範囲１と同じく較差の標準偏差の許容範囲を

20 mm とした． 
座標補正パラメータ適用エリア内にある 20 点に

ついての内部評価の結果を表-4 に示す．較差の標準

偏差は，緯度方向 4 mm，経度方向 4 mm となり，目

標精度である 20 mm 以内に収まっている．標高補正

パラメータ適用エリア内にある 20 点についての内

部評価結果を表-5 に示す．較差の標準偏差は 3 mm
であり目標精度である 20 mm に収まっている． 

以上の内部評価から，補正パラメータは適切に作

成されていると判断した．作成した補正パラメータ

を図-13 に示す． 
 

表-4 座標補正パラメータの内部評価結果． 
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最小値 (m) 0.000 0.000 
標準偏差 (m) 0.004 0.004 

 
表-5 標高補正パラメータの内部評価結果． 

 dH 
最大値 (m) 0.012 
最小値 (m) 0.000 

標準偏差 (m) 0.003 
 
d）補正パラメータによる改算 

作成した補正パラメータ（図-13）を用いて，改測

及び高度地域基準点測量を実施していない 518 点の

三角点の測量成果の改算を実施した．改算に伴う新・

旧成果の差について，水平方向の最大値は，三等三

角点「七海」（石川県鳳珠郡穴水町）で約 1.14 m，上

下方向の最大値は，それぞれ三等三角点「宮地」（石
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第３条４(2)水準点 
② 変動図を作成し，地域的な成果不整合の状況

を把握した場合には，①に示す基準に関わらず路

線毎又は地域毎に成果の修正を行うことができ

る．ただし，計算の既知点として使用する水準点

は，原則として以下の条件を満たすものとする． 
・ 過去の変動を考慮し，可能な限り変動が少ない

水準点を選定する． 
・ 一等水準点においては，既知点間の結合差が 

6 √S mm 以内（S：点間距離 km 単位）． 
 
路線形状から，最も適切と考えられる交 11 と交

12の 2点を既知点とする網平均計算の実施を検討し

た．しかし，今回の観測による交 11 と交 12 の間の

比高と地震前の成果値による比高との較差は

66.2 mm となり，最短距離を用いて計算した場合，

既知点間の結合差の許容範囲である 6 √S mm を超

過することが分かった．そのため，交 11，交 12 よ

り環の外側に延長した路線を用いて交点を含めた成

果改定も検討事項となるが，閉合差等から現況に十

分整合した観測データが得られていると判断される

こと，交点間の較差には能登半島地震以外での変化

も含まれていると考えられること，交点の改測のた

めにはより遠方までの水準測量が必要となることか

ら，交点の測量成果改定は実施せず，交 11 と交 12
を既知点とした網平均により測量成果を改定するこ

ととした． 
 

5.2.2 水準点の改測結果と成果公表 
成果改定の方針のとおり，交 11 と交 12 の 2 点を

既知点とした水準網平均を実施し，一等水準点 126
点，電子基準点（二等水準点）7 点の成果を 6 月 27
日に公表した．この改測作業において最大の成果改

定量は，一等水準点９２６３における+3.2862 m で

あった（図-15）． 
なお，穴水町から珠洲市にかけての二等水準路線

については，後発作業で実施されているため，水準

観測完了後に別途計算し公表する予定である（令和

6 年 9 月時点）．  
 
6. セミ・ダイナミック補正計算に用いる地殻変動補

正パラメータへの影響 
測量作業で行うセミ・ダイナミック補正計算で使

用する地殻変動補正パラメータについては，基本的

に年度毎に適用するパラメータを作成している．そ

の際，通常は 1 月 1 日を今期（基準日）として電子

基準点の位置座標を推定し，測量成果である元期位

置座標との差を入力データとしてパラメータを作成

する（檜山ほか，2010）．そして，そのパラメータを

同年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの間の測量に

おけるセミ・ダイナミック補正で利用する．しかし

本年は能登半島地震が，基準日である 1 月 1 日に発

生したため，対応を検討した． 
 

 
図-15 青：地震後成果公表（6/27）した水準点（133 点），

黄緑：既知点とした水準点（交点 2 点）． 
 
6.1 地震と地殻変動補正パラメータの関係 

電子基準点の測量成果の改定が必要な地震が発生

した場合でも，電子基準点日々の座標値で捉えられ

た地殻変動量と電子基準点成果改定量はおおよそ一

致すると考えられる．そのため，セミ・ダイナミッ

ク補正を行う際には，通常，地震後も引き続き同一

の地殻変動補正パラメータを使用することが可能で

ある（図-16）． 
 

 
図-16 地殻変動補正量，地震時地殻変動及び地震発生時

の成果改定量の関係：地震時変動量と成果改定量

がおおよそ一致している場合は，地殻変動補正パ

ラメータで補正すべき量は変わらない． 
 
しかし，能登半島地震では，電子基準点の地殻変

動量と測量成果改定量に，北西方向に一様の 3 cm 程

度の差があることが確認された（図-17）． 
これは，成果の改定領域の北側に既知点とする電

子基準点が存在していないこと，また，測量成果の
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計算で既知点に使用した電子基準点において，実際

にはわずかながら地殻変動が生じていることなどが

影響し，バイアスが生じたと考えられる．このため，

地震後の測量で利用するための地殻変動補正パラメ

ータとしては，地震後のある時点を基準日として今

期座標を推定し，地震後に改定された測量成果との

差により作成すべきと判断した． 
 

 
図-17 電子基準点成果改定量と電子基準点日々の座標値

（最終解（F5））による地殻変動量の差（水平）． 
 

6.2 令和 6 年度地殻変動補正パラメータの作成 
能登半島地震の発生日が地殻変動補正パラメータ

の基準日であり，令和 6 年度パラメータの公開前で

あったこと，また，先に述べた影響を考慮し，令和

6 年度に利用する地殻変動補正パラメータは，令和

6 年 2 月 1 日を基準日として作成することとした．

パラメータ作成には，基準日における電子基準点の

推定位置座標と地震後に改定された電子基準点の測

量成果を用いた． 
結果として，より地震後の測量成果に適合する地

殻変動補正パラメータが作成されるとともに，利用

者に提供を開始する時期（3 月末）は変更せず，測

量作業に利用できる状況となった． 
 

7. まとめ 
能登半島地震による地殻変動の影響を受けた電子

基準点，三角点，水準点の測量成果について，復旧

測量を実施し改定するとともに補正パラメータを作

成し公表した． 
電子基準点については，被災地における早期の災

害復旧・復興等事業を支援するため，いくつかの段

階に分けて測量成果の改定を行った． 
三角点については，改定した測量成果をできるだ

け早く提供するという観点から，測量成果の公表を

停止した地域を変動の大きさ等に基づいて 2 地域に

分けて，2 段階で測量成果の改定と，補正パラメー

タの作成・提供を行った．また，地震時の変動と成

果改定量の差が，セミ・ダイナミック補正のための

地殻変動補正パラメータに影響を与えうると判断し，

令和 6 年度の地殻変動補正パラメータの作成におい

て，基準日を変更する対応をとった．これらにより，

公共測量等で利用できる正確な位置の基準を提供し

た． 
三角点の測量成果改算のための補正パラメータ作

成では，これまでどおり，改測した電子基準点や三

角点の測量成果の改定量を基に作成したが，作成に

あたっては，衛星 SAR 解析結果や断層モデルから計

算される変位量から作成される補正パラメータが参

考になることが分かった． 
これらの対応は今後の地震発生時の基準点測量成

果の適切な管理のため，参考になるものである． 
 

（公開日：令和 6 年 12 月 27 日） 
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